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�愛媛県告示第１５８１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５８２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５８３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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告 示

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

レデイ薬局新居
浜西店

株式会社
レ デ イ 薬 局 新居浜市中萩町４－４４ 平成２０年

８月３０日

宮内メンタルク
リニック 宮 内 昭 二

四国中央市金生町山田井
乙１７番地１ヴィラ・グリ
ーンヒルズ�１階

平成２０年
１０月１日

コスモス薬局山
田井店

有限会社
ネオファルマー

四国中央市金生町山田井
乙１７－４

平成２０年
１０月１日

あ ん ず 薬 局
株式会社
メディック・ユ
ー

宇和島市桜町２－５２ 平成２０年
１０月３日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

仲 田 医 院 仲 田 能 孝 伊予市下吾川１４９４－３ 平成２０年
７月１日

千葉内科医院 千 葉 陽 三 新居浜市松原町３－３９ 平成２０年
７月２６日

レデイ新居浜西
調剤薬局

株式会社
レ デ イ 薬 局 新居浜市中萩町４－４３ 平成２０年

８月３０日

ア タ ゴ 薬 局
株式会社
メディック・ユ
ー

宇和島市堀端町１－５ 平成２０年
９月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社ケアステーションま
すほ

宇和島市津島町高田甲２９２０番
地１

指定通所介護事業所あいなん
の里

南宇和郡愛南町城辺甲２１１番
地３ 平成２０年９月１５日

毎週（火・金）曜日発行 第２０１６号 平成２０年１１月１４日

平成２０年１１月１４日金曜日 第２０１６号

愛 媛 県 報

１１９２
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�愛媛県告示第１５８４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定に

より介護機関を次のように指定した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５８５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５８６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

株式会社モリス・コーポレー
ション 新居浜市萩生６６７－１ ヘルパーステーションあんず

の里
新居浜市喜光地町一丁目１－
１８ 平成２０年１０月１日

越智今治農業協同組合 今治市北宝来町一丁目１番地
５

ＪＡおちいまばりデイサービ
スセンター元気玉川 今治市玉川町中村甲４９６－１ 平成２０年１０月１日

医療法人やすらぎ会 今治市別宮町二丁目１番地５ ヘルパーステーションえがお 今治市別宮町二丁目１番地２０ 平成２０年１０月１日

有限責任中間法人日本地域福
祉協会

神戸市長田区雲雀ヶ丘一丁目
２番５号 街かどケアホームのりか 新居浜市萩生１３１番地８０ 平成２０年９月１日

介護機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

宇和町特別養護
老人ホーム松葉
寮

西 予 市 長 西予市宇和町久枝甲１４３４
－１

平成２０年
８月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人吾子苑 宇和島市吉田町立間尻甲７４７
番地

デイサービスセンターサンラ
ンド

宇和島市吉田町立間尻甲７２７
番地１ 平成２０年９月１日

有限会社ケアステーションま
すほ

宇和島市津島町高田甲２９２０番
地１

指定通所介護事業所あいなん
の里

南宇和郡愛南町城辺甲２１１番
地３ 平成２０年９月１５日

株式会社モリス・コーポレー
ション 新居浜市萩生６６７－１ ヘルパーステーションあんず

の里
新居浜市喜光地町一丁目１－
１８ 平成２０年１０月１日

フジケア株式会社 西条市下島山甲１３８４番地 デイサービスセンターひうち 西条市下島山甲１３８４番地 平成２０年１０月２３日

越智今治農業協同組合 今治市北宝来町一丁目１番地
５

ＪＡおちいまばりデイサービ
スセンター元気玉川 今治市玉川町中村甲４９６－１ 平成２０年１０月１日

医療法人やすらぎ会 今治市別宮町二丁目１番地５ ヘルパーステーションえがお 今治市別宮町二丁目１番地２０ 平成２０年１０月１日

有限責任中間法人日本地域福
祉協会

神戸市長田区雲雀ヶ丘一丁目
２番５号 街かどケアホームのりか 新居浜市萩生１３１番地８０ 平成２０年９月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人尚温会 伊予市八倉９０６番地５ 伊予病院 伊予市八倉９０６番地５ 平成２０年９月１日

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号

１１９３
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�愛媛県告示第１５８７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５８８号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５８９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９０号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

有限責任中間法人のりか 新居浜市萩生河ノ北１３１番地
８０ 街かどケアホームのりか 新居浜市萩生河ノ北１３１番地

８０ 平成２０年８月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人尚温会 伊予市八倉９０６番地５ 伊予病院 伊予市八倉９０６番地５ 平成２０年９月１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

クリニック暖 松山市桑原七丁目１番３６号 平田 康隆 精神通院医療 平成２０年
１１月１日

おぐに薬局北久米店 松山市北久米町２４９番地 株式会社おぐに 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
１１月１日

しらはま薬局 八幡浜市字白浜１５３６番地２２０ 有限会社しみず調剤薬局 精神通院医療
（薬局）

平成２０年
１１月１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛媛県立今治病院 井 出 雄 久 今治市石井町四丁目５－５ 平成
２０年１１月１日

肢体不自由・じん臓・呼吸器・
ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害

外 科 社会福祉法人恩賜財
団済生会西条病院 宮 宗 秀 明 西条市朔日市字榎ケ坪２６９－１ 〃

肢体不自由・音声・言語機能障
害 脳神経外科 医療法人綮愛会石川

病院 原 慶次郎 四国中央市上分町７３２－１ 〃

ぼうこう又は直腸・小腸機能障
害 外 科 住 友 別 子 病 院 鈴 木 宏 光 新居浜市王子町３－１ 〃

〃 〃 〃 中 川 和 彦 〃 〃

心臓・じん臓・呼吸器機能障害 内 科 市 立 宇 和 島 病 院 大 島 清 孝 宇和島市御殿町１－１ 〃

視 覚 障 害 眼 科 〃 西 田 雅 宏 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器機能障害 内 科 大 洲 中 央 病 院 高 山 宗 三 大洲市東大洲５ 〃

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号

１１９４
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平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９１号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９２号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５９３号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２０年９月１９日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

西 岡 慎 人 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３－１ 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 平成１９年
２月１日

森 公 介 医療法人ピッパラ渡辺医院 新居浜市高田一丁目１－３ 愛 媛 労 災 病 院 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成２０年
９月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

肢体不自由・音声・言語機能障
害 脳神経外科 医療法人綮愛会石川

病院 住 吉 学 四国中央市上分町７３２－１ 平成
２０年９月３０日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 愛媛県生活協同組合
新居浜協立病院 植 田 大 樹 新居浜市若水町一丁目７－４５ 〃

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

しらはま薬局 八幡浜市字白浜１５３６番地２２０ 有限会社しみず調剤薬局 平成２０年
１１月１日

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号
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１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年６

厘

年６

厘

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年４

厘５

毛

年４

厘５

毛
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�愛媛県告示第１５９４号
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２０条の規定に基づき事業

の認定をしたので、次のとおり告示する。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 起業者の名称 松山市

２ 事業の種類 準用河川傍示川改修工事（愛媛県松山市市坪南二

丁目地内及び同市市坪北二丁目地内）

３ 起業地

� 収用の部分

愛媛県松山市市坪南二丁目及び市坪北二丁目地内

� 使用の部分

愛媛県松山市市坪南二丁目及び市坪北二丁目地内

４ 事業の認定をした理由

申請に係る事業は、以下のとおり、土地収用法第２０条各号の要

件をすべて充足すると判断されるため、事業の認定をしたもので

ある。

� 土地収用法第２０条第１号の要件への適合性について

申請に係る事業は、愛媛県松山市市坪西町地内から同市市坪

南一丁目地内（左岸）及び同市市坪北一丁目地内（右岸）まで

の延長１，９５５ｍの区間（以下「本件区間」という。）を全体計

画区間とする「準用河川傍示川改修工事」（以下「本件事業」

という。）のうち、改修工事が完了した区間及び用地取得のス

ケジュールに大きな差がある区間を除いた、上記の起業地に係

る部分である。

本件事業は、松山市長が河川法（昭和３９年法律第１６７号）第

１００条第１項の規定に基づき準用河川として指定した、重信川

水系傍示川に関する事業であることから、土地収用法第３条第

２号に掲げる河川法が準用される河川に関する事業に該当する。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第１号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第２号の要件への適合性について

準用河川の管理は、河川法第１００条第１項により準用される

同法第１０条第１項の規定により、当該河川の存する市町村を統

括する市町村長が行うこととされていることから、松山市は、

本件事業を施行する権能を有するものと認められる。

したがって、本件事業は、土地収用法第２０条第２号の要件を

充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第３号の要件への適合性について

ア 事業の施行により得られる公共の利益

一級河川重信川を水系とする傍示川は、その源を愛媛県松

山市西石井町に発し、支川やなせ川、いずみ川が流入した後、

同市市坪西町地内で一級河川重信川水系重信川（以下「重信

川」という。）に合流する、流路延長４．１６�、流域面積３．５８
�の河川である。そのうち、重信川との合流地点からの延長
１，９５５ｍの区間については、昭和６１年に準用河川に指定され

ている。

傍示川は、重信川と一級河川重信川水系石手川（以下「石

手川」という。）に挟まれた平野部を流域としており、地域

の生活河川として利用されているほか、重信川及び石手川の

内水を排除したり、両河川が氾濫した場合に、氾濫水を重信

川へ戻したりするなど、治水面でも非常に重要な役割を果た

している。

しかしながら、傍示川の現河道は河積が狭小であるため、

現況の流下能力は５～１６�／秒と低く、流水の円滑な流下が
妨げられている。また、流域内の田畑の減少によって遊水機

能が低下していることもあり、傍示川の周辺地区は昭和５１年

から昭和６０年の１０年間に浸水被害が７回と、毎年のように被

害を被ってきた。

このような状況に対処するため準用河川傍示川改修事業の

全体設計が承認されたが、その後も浸水被害は続いており、

昭和６１年から平成７年までの１０年間では浸水被害が８回生じ

ており、なかでも、平成７年７月の梅雨前線の接近により引

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年６

厘

年６

厘

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年４

厘５

毛

年４

厘５

毛

８ 省略 ８ 省略
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き起こされた被害は、浸水面積５７．６�、浸水家屋５０戸に上っ
た。

本件事業は、現況流下能力が不足し、浸水被害が発生して

いる本件区間において、河積の拡大及び護岸の設置を行うも

のである。

本件事業の施行により、計画高水流量３３�／秒を安全に流
下させ、治水安全度を高めることで、流域住民の生命及び財

産の安全に寄与することが認められる。

したがって、本件事業の施行により得られる公共の利益は、

相当程度存在するものと認められる。

イ 事業の施行により失われる利益

本件事業は「環境影響評価法（平成９年法律第８１号）」、

「愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）」

に基づく環境影響評価の実施対象外の事業であるため環境影

響評価は実施されていないが、起業者は護岸に空隙率の高い

ブロック積工を用いて植生の繁茂を促すことにより、水生生

物の保全に配慮しており、本件事業の施行による周辺環境へ

の影響は軽微であると認められる。

また、本件事業地内には、文化財保護法（昭和２５年法律第

２１４号）により起業者が保護のため特別の措置を講ずべき文

化財は見受けられない。

したがって、本件事業の施行により失われる利益は軽微で

あると認められる。

ウ 事業計画の合理性

本件事業は、現況流下能力が不足している本件区間におい

て、承認された全体設計により計画高水流量３３�／秒を安全
に流下させることを目的とするものであり、本件事業の事業

計画は、河川管理施設等構造令（昭和５１年政令第１９９号）等

に定める規格に適合していると認められる。

本件区間における改修の手法としては、新たな河道を設け

る河道是正案、河道拡幅案もしくは河床掘削案又は河道拡幅・

河道掘削併用案が考えられるが、河道是正案及び河道拡幅案

は用地面積が多く、本流域が既に高度な土地利用がなされて

いることから社会的影響が大きく、事業効果の発揮までに多

額の経費と時間を要する。また、河床掘削案は、重信川との

合流地点において、河床高及び河床勾配を整合させる必要が

あるため、計画高水流量を流下させるのに必要な断面積を確

保することが困難である。申請案である河道拡幅・河床掘削

併用案は、事業の影響を最小限に抑えつつ計画高水流量を流

下させることが可能であり、採用することが合理的であると

認められる。

また、起業地の存する区間の改修案に係る法線の決定に当

たっては、社会的条件、技術的条件及び経済的条件による３

案の比較検討を行い、総合的に最も優れた案を採用している

ものと認められる。

エ 比較衡量

アで述べた得られる公共の利益とイで述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益が失われる利益に優越すると認められるとともに、ウで

述べたように、本件事業の事業計画は他の代替案と比較して

最も合理的であると認められる。

以上により、本件事業は、土地の適正かつ合理的な利用に寄

与するものと認められるので、土地収用法第２０条第３号の要件

を充足すると判断される。

� 土地収用法第２０条第４号の要件への適合性について

ア 事業を早期に施行する必要性

�アで述べたとおり、本件区間は現況流下能力が不足して
いるため、背後地では過去頻繁に浸水被害が発生しているこ

とから、これらの地域の浸水被害を軽減するため、できるだ

け早期に本件事業を施行する必要があると認められる。

したがって、本件事業を早期に施行する必要性は高いもの

と認められる。

イ 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、河川管理施設等構造令の

規格に基づき必要な範囲であると認められる。また、収用の

範囲は、すべて本件事業の用に恒久的に供される範囲にとど

められ、それ以外の範囲は使用としていることから、収用又

は使用の範囲の別についても合理的であると認められる。

以上により、本件事業は、土地を収用する公益上の必要があ

ると認められるため、土地収用法第２０条第４号の要件を充足す

ると判断される。

� 結論

以上のとおり、本件事業は、土地収用法第２０条各号の要件を

すべて充足すると判断される。

５ 土地収用法第２６条の２の規定に基づく図面の縦覧場所

松山市役所下水道部河川水路課

�������
�愛媛県告示第１５９５号
次のように公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」と

いう。）第２条第１項の規定に基づく埋立ての免許の出願があった。

法第３条第１項に規定する書面及び関係図書は、愛媛県庁、南予

地方局八幡浜土木事務所及び伊方町役場において告示の日から起算

して３週間公衆の縦覧に供する。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 出願者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名及び住所

伊方町

西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１

代表者 伊方町長 山下和彦

西宇和郡伊方町湊浦１００２番地２

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

西宇和郡伊方町二見乙１７９番３から同乙３４３番１までの地

先公有水面

イ 区域

次の１点から６点までを順次直線で結んだ線並びに６点と

１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ．＋３．３０メー

トル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町二見乙１３７番７地先の西防波堤上に

設置された金属鋲）は、北緯３３度２８分２７秒、東経１３２度１６分

３０秒の地点

１点は、基点から真北１５３度２１分１１秒１３４．３６メートルの地

点

２点は、１点から真北１９度３２分３６秒１５．３５メートルの地点

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号
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３点は、２点から真北１０９度３２分５１秒２０．００メートルの地

点

４点は、３点から真北１９度３２分４６秒３０．４０メートルの地点

５点は、４点から真北９５度３２分４６秒７０．００メートルの地点

６点は、５点から真北１７３度３２分２８秒６７．３０メートルの地

点

ウ 面積

６，１３０．６０平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

西宇和郡伊方町二見乙１７９番３から同乙３５３番１までの地

先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＭ点までを順次直線で結んだ線及びＭ点とＡ

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（西宇和郡伊方町二見乙１３７番７地先の西防波堤上に

設置された金属鋲）は、北緯３３度２８分２７秒、東経１３２度１６分

３０秒の地点

Ａ点は、基点から真北１６１度４４分２５秒１４２．２８メートルの地

点

Ｂ点は、Ａ点から真北１９度３６分０４秒９６．７９メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北８３度４０分３８秒１４１．２６メートルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北１７３度３２分４８秒１１４．９１メートルの地

点

Ｅ点は、Ｄ点から真北２５０度４１分００秒３７．０１メートルの地

点

Ｆ点は、Ｅ点から真北２４８度１２分５９秒１５．５３メートルの地

点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２５７度３４分４６秒１４．９３メートルの地

点

Ｈ点は、Ｇ点から真北２６４度５５分１９秒１２．５３メートルの地

点

Ｉ点は、Ｈ点から真北２７１度２７分２７秒１７．８９メートルの地

点

Ｊ点は、Ｉ点から真北２７５度３５分０５秒２５．７１メートルの地

点

Ｋ点は、Ｊ点から真北２７６度２１分３７秒８．４７メートルの地点

Ｌ点は、Ｋ点から真北２９１度５２分４５秒２１．５１メートルの地

点

Ｍ点は、Ｌ点から真北３０８度０２分５５秒７．９３メートルの地点

ウ 面積

１９，７７７．５５平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地 約４，１３０平方メートル

漁村再開発施設用地 約１，３００平方メートル

漁港環境整備施設用地 約 ７００平方メートル

合計 約６，１３０平方メートル

４ 出願年月日

平成２０年１０月１５日

�������
�愛媛県告示第１５９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、今治市から協議のあった土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・菊間地区）の計画の変更に平成２０年１０月３１日同意した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

�������
�愛媛県告示第１５９７号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 指定年月日及び番号

平成２０年１１月５日 ２０東四土（道）第３号

２ 道路の位置

四国中央市中曽根町字溝又１４５３番の一部、１４５４番の一部、１４５５

番１の一部、１４５５番２の一部及び１４５５番３の一部

幅員 ４．５０メートル

延長 １１４．３２メートル

３ 申請人の住所及び氏名

四国中央市川之江町２８９３番地１

富士住宅産業株式会社

代表取締役 白石 一忠

４ 図面省略

�������
�愛媛県告示第１５９９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び内子町役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

�愛媛県告示第１５９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第３９号

平成２０年１１月５日
東温市田窪字海稲１４９５番３

松山市東石井五丁目７番２４号

有限会社旭調剤薬局

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号
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平成２０年１１月１４日

愛媛県八幡浜保健所長 土 井 光 徳

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大森産業株式会社

喜多郡内子町平岡甲１５５

代表取締役社長 大森 秀樹

２ 事業場の名称及び所在地

大森産業株式会社

喜多郡内子町平岡甲１５５

３ 特定施設に関する事項

� 搾汁施設（�２４）

� ろ過施設（�２５）

� 湯煮施設（�２６）

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第１０号 ハ 搾汁施設

特 定 施 設 の 能 力 １バッチ当たり９００キログラム処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間（１バッチ）

特定施設の使用の季節的変動
の概要 あ り（１月～２月のみ使用）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 ９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５０

最大 ６５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間（３バッチ）

特定施設の使用の季節的変動
の概要 あ り（１月～２月のみ使用）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００

最大 ４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２

最大 ３

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１０号 ニ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １バッチ当たり１．５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３週間

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１０号 ホ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １バッチ当たり１．５トン処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間（３バッチ）

特定施設の使用の季節的変動
の概要 あ り（１月～２月のみ使用）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００

最大 ４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ５０

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第１６００号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、内子町から協議のあった土地改良事業（ほ場整備事業・南山

中組地区）の計画の変更に平成２０年１１月４日同意した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�������
�愛媛県告示第１６０１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、内子町から協議のあった土地改良事業（農業用用排水施設整

備事業・南山中組地区）の計画の変更に平成２０年１１月４日同意した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�������
�愛媛県告示第１６０２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の規定に

より、内子町から協議のあった土地改良事業（農業用道路整備事業・

南山中組地区）の計画の変更に平成２０年１１月４日同意した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�������
�愛媛県告示第１６０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、内子町から協議のあった町営土地改良事業（農地保全事業・

南山中組地区）の施行に平成２０年１１月４日同意した。

平成２０年１１月１４日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

�愛媛県告示第１６０４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月１４日

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １

最大 ２

設 置 年 月 日 昭和５０年１月１０日

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 ＰＨ調整＋標準活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１３．８メートル 横２５．３メートル
高さ４．９５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ＰＨ調整＋標準活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 あ り

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４００

最大 ５００

通常 ４０以下

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００以下

最大 １００

通常 ４０以下

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ５０

通常 １０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 ３

最大 ８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０３

最大 １８２

通常 １０３

最大 １８２

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０以下

最大 ４０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０以下

最大 ４０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０

最大 １９１

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６０８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
西予市野村町高瀬７７２番３から

同町高瀬７６９番３まで

旧 １０．８～２１．８ ０．０２９

新 １０．８～２１．８ ０．０２９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高瀬松渓線
西予市野村町高瀬４１０８番１地先から

同町高瀬４１０７番２まで

旧 ４．６～５．０ ０．０１７

新 ９．１～９．４ ０．０２３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高瀬松渓線
西予市野村町高瀬７６４番５から

同町高瀬４１０８番１地先まで

旧 ４．７～５．８ ０．０１０

新 ９．１～１５．６ ０．０１０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 高瀬松渓線
西予市野村町高瀬７７２番４から

同町高瀬４１０８番１地先まで

旧 ４．７～５．８ ０．０１０

新 １．１～１．４ ０．０２１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線
西予市野村町高瀬４１０８番１地先から

同町高瀬４１０７番２まで
平成２０年１１月１４日

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号

１２０２



公 告

雑 報

�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般労働組合愛媛地方本部執行委員長玉井博司から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成２０年１１月４日あったので公表する。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 ２００８年度年末一時金・その他

２ 日時 ２００８年１１月１５日正午以降本問題が完全解決に至る間

３ 場所

病 院 名 所 在 地

医療法人 創精会 松山市美沢一丁目１０－３８

医療法人 敬愛会久米病院 松山市南久米７２３

医療法人 清和会和ホスピタル 松山市柳原７３９

財団法人 真光会 松山市南高井１４９１

医療法人 北辰会まなべ病院 西条市氷見丙４７７

財団法人 新居浜精神衛生研究所
財団新居浜病院 新居浜市松原町１３－４７

医療法人 十全会十全第二病院 新居浜市角野新田町１－１－２８

八幡浜医師会立双岩病院 八幡浜市若山４番耕地１６３

４ 概要 前記記載の場所においてあらゆる形の争議行為を単独又

は併用して実施する。

�公 告

理容師国家試験及び美容師国家試験に関する公示

理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第３条第１項及び美容師法

（昭和３２年法律第１６３号）第４条第１項の規定に基づき、第１９回理

容師国家試験及び美容師国家試験を次のとおり実施する。

平成２０年１１月１４日

財団法人理容師美容師試験研修センター

理事長 荒 賀 泰 太

１ 試験期日

� 理容師実技試験 平成２１年１月２６日（月）

� 美容師実技試験 平成２１年２月２日（月）から

� 理容師筆記試験、美容師筆記試験 平成２１年３月１日（日）

２ 試験地

愛媛県

３ 試験会場

� 理容師実技試験

松山市一番町一丁目１番１号

国際トータルビューティカレッジ

� 美容師実技試験

松山市小栗六丁目１番２６号

愛媛県美容専門学校

� 筆記試験

松山市文京町３番

愛媛大学 法文学部講義棟

４ 受験願書の配布場所

松山市本町七丁目２番地

愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所

５ 受験願書の提出先

〒７９０―０８１１ 松山市本町七丁目２番地

愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所

６ 受験願書の受付期間

平成２０年１２月８日（月）から平成２０年１２月１２日（金）までの午

前１０時から午後４時まで

７ 詳細についての問い合わせ先

〒７９０―０８１１ 松山市本町七丁目２番地

愛媛県本町ビル２階

財団法人理容師美容師試験研修センター四国ブロック事務所

電話 ０８９―９２４―０８０４

ＦＡＸ ０８９―９８９―１３３３

�愛媛県告示第１６０９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１１月１４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 高瀬松渓線
西予市野村町高瀬７７２番４から

同町高瀬４１０８番１地先まで
平成２０年１１月１４日

平成２０年１１月１４日 発行

愛 媛 県 報平成２０年１１月１４日 第２０１６号

１２０３


